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利用 会員  


※お引越しをされた場合は下記へご連絡をください。
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「ファミリーサポート事業のさらなる発展を期待して」

近年は、核家族化が進み、地域での結びつきが弱くなっていることから、子育て家庭が孤立しがちで、子育てがしにくい状況になってきています。
こうした中で、地域での支えあいを基本とするファミリーサポート事業は、「協働」を区政運営の基本方針とする区にとって大変重要な事業であります。
また、ファミリーサポート事業は、皆様のご協力により着実に成果をあげており、今後のさらなる発展が期待される事業であります。

　平成23年度は、ファミリーサポート事業にとって大きな節目の年となりました。
それは、４月からコーディネートやアドバイザー業務などを事業者に委託して行うこととなったからです。区では、昨年「特定非営利活動法人　保育サービスぽてと」を委託事業者として選定し、1月からの引継ぎ作業を経て、４月より委託化による運営が開始されたところです。

運営にあたっては、区としても十分に指導・協力してまいりますが、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　練馬子ども家庭支援センター所長　木村　勝巳
平成23年4月1日から練馬区ファミリーサポートセンターの事業を引き継ぐ

「特定非営利活動法人　保育サービスぽてと」を紹介します。
　保育サービスぽてとは、「自分たちの住んでいる地域が安心・安全に生活できる場になるように」と、練馬区のファミリーサポート事業の発足当時からファミリーサポート事業だけでは補いきれない利用会員の様々な要望に応え、子育て中のお母さんを支援したいというファミリーサポートの援助会員が集まり作られた組織です。
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　利用会員の中には、すでにご利用されている方もいると思いますが、「ありんこぽてと」「わくわくぽてと」「ほっとステーション」など乳幼児から学童まで幅広い子育て支援活動をしています。
ファミリーサポート事業現在会員数　（４月1日現在）

	会　員
	176地区
	177地区
	178地区
	179地区
	　　　計

	援助会員
	９６名
	９４名
	　　７１名
	　１１２名
	３７３名

	利用会員
	１，００５名
	１，２２５名
	　６５７名
	１，３７６名
	４，２６３名
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平成23年4月からの援助活動の流れ
[image: image8.png]V=




　　　　　　　　　　　　　　　 　
[image: image9.emf] 

利用 会員  
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利用会員からの声


　
　　　　　　　　　　　援助会員は、お子さんと
　　　　　　　　　　　　　お母さんのお役に立てる素敵

　　　　　　　　　　　　　な出会いを待っています。　　　　　
　
紙面に載りきれないご意見・ご感想も今後のファミリーサポートの活動に活かしていきたいと思います。
ご協力ありがとうございました。[image: image2.wmf]
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○○さんより


援助の依頼を受けました。


地域の中から援助可能な援助会員を探します。





事前お顔合わせ


援助会員から利用会員に連絡をして、事前お顔合わせの日にちを決めます。








用事があるので


子どもを預かってください。





利用会員�





ファミリーサポート・センターだより


ねりま・キッズ　第４４号-２　平成２３年４月発行
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◆　練馬区ファミリーサポートセンター　


　　豊玉北５－１８－１２　　電話（３９９３）4100





※平成２３年４月１日より、練馬区ファミリーサポートセンターとして一箇所になりました。連絡先は、上記の練馬区ファミリーサポートセンターです
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昨年は、アンケート・委託に関り同意書葉書の返送のご協力ありがとうございました。アンケートは総発送数4948通の内、回答数2488通でした。


いただきましたご感想・ご意見を紹介します。








・利用して助かっている（88通）


・良い制度。今後の充実拡充を（24通）


・いざという時のお守り代わり(62通)


・依頼・利用しにくい（10通）・・・緊急な利用が出来ない。　


　個人宅は心配。子ども三人は預かってもらえない。利用


　方法の簡略化を。・確実性に欠ける。敷居が高く感じた


　など。・「応援券」が｢勇気をもって預けてみよう｣という気　　


　にさせてくれた。　　・時間、年齢の延長を。















































ファミリーサポートセンター


　　アドバイザー





依頼の電話


援助の依頼は、練馬区ファミリーサポートセンターへ依頼します。





私がお預かり出来ます。
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料金の支払い


当日援助終了後、活動報告書を受け取り、料金を直接支払います。








援助会員�








